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モデル団体等の懸案事項に関する情報提供
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○ 災害対策基本法においては、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に係る個人情報の外部提供
の在り方については、次のとおり整理しています。

平時においては、①災害に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるとこ
ろにより、避難支援等関係者に提供されること、②ただし、条例に特別の定めがある場合を除き、
提供について避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同意が得られない場合は提供されないこと
とされています（第49条の11第２項及び第49条の15第２項）。

一方で、災害時については、災害により避難行動要支援者の生命又は身体に具体的な危機が迫っ
ている状況下では、個人情報等の利用による利益が当該情報の保護による利益に優越すると考えら
れるため、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る観点から、避難行動要支援者の同
意を要しないこととされています（第49条の11第３項及び第49条の15第３項）。

※避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報（名簿情報）については、災害対策基本法第49条の11第２項及
び第３項に基づき外部提供を行います。

※個別避難計画に記載し、又は記録された情報（個別避難計画情報）については第49条の15第２項及び第３項に基づき
外部提供を行います。

○ 以上のとおり、災害対策基本法上、福祉専門職に避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に係る
個人情報を提供するためには、同法の名簿情報及び個別避難計画情報の外部提供に関する規定に基
づき行うこととなるため、福祉専門職を避難支援等関係者として位置付け、地域防災計画の定める
ところにより行うこととなります。

また、災害対策基本法では、名簿情報及び個別避難計画情報を外部に提供する場合、受領者に対
して守秘義務を課すとともに、提供する側の市町村に対して適正な情報管理のために必要な措置を
講じること提供先に求めるなど、必要な措置を講ずるよう努めることを求めており、具体的な措置
の例などを取組指針において示しています。

１．福祉専門職への個人情報の提供

3



（災害救助法による避難所設置に係る費用の国庫負担）
○ 災害救助法が適用された場合、避難所の設置に係る費用は、指定避難所としての指定のあるなし
にかかわらず、また、公共施設だけでなく民間の施設を避難所として開設する場合も国庫負担の対
象となります。

（災害救助法の一部改正）
○ 令和３年５月の災害対策基本法の改正において、特定災害又は非常災害が発生するおそれがある
段階から国の災害対策本部の設置を可能とするなど、災害発生前からの災害応急対策の推進のため
の措置を講ずることとされています。

○ あわせて災害救助法が改正され、災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置した
場合において、都道府県知事又は救助実施市の長（以下「都道府県知事等」という。）が、当該本部の所管
区域とされた市町村（以下「本部所管区域市町村」という。）の区域内において、救助法を適用することを可
能とし、当該都道府県知事等が、当該災害により被害を受けるおそれがあり現に救助を必要とする
者に対しても救助を行うことができることとされるとともに、これらの救助について国庫負担の対
象とすることされました。

○ 災害が発生するおそれがある段階においては、避難所の供与や、高齢者や障害者等で避難行動が困
難な要配慮者等の輸送といった救助を対象としています。具体的には、以下の費用を想定しています。

（１）避難所となる施設の利用料及び光熱水費等

（２）高齢者や障害者等で避難行動が困難な要配慮者等の輸送のためのバスの借り上げ料や避
難支援のための賃金職員雇上費用等

（３）上記の（１）及び（２）の救助に係る事務費

２．救助法適用による高齢者避難への支援（避難所の開設、移送）①
【令和３年５月10日付け通知「災害対策基本法等の一部を改正する法律による改正後の災害対策基本法等の運用について」P.22～24（一部改変）】
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セ 災害が発生するおそれ段階において避難所を設置する場合については、災害発生のあるお
それのある段階において、国が災害対策本部を設置した場合には、広域避難などを円滑に実
施するため、災害を受けるおそれがある方に必要となる救助について災害救助法の適用を可
能とするものであるため、主に大規模な避難、その他避難の実施に必要となる避難所の供与
を救助の対象とする。

２．救助法適用による高齢者避難への支援（避難所の開設、移送）②

【災害救助事務取扱要領（令和３年６月） P.46】

5

災害救助事務取扱要領（令和３年６月）
第４ 救助の程度、方法及び期間に関する事項
１ 避難所の設置
（４）留意点
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【令和３年５月10日付け通知「災害対策基本法等の一部を改正する法律による改正後の災害対策基本法等の運用について」P.22～24】

と。



厚生労働省（在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業）

３．電源が必要な避難者への対応①

○ 長期停電時においても自力での移動が困難な在宅患者の使用する人工呼吸器が稼働できるよう、当該
患者を診ている医療機関に対して、簡易自家発電装置等の整備経費の一部を支援し、停電時に患者に貸
し出せる体制の整備を図っています。

・取組指針の作成
・患者や家族等への情報提供のためのガイドブックやリーフ
レットの作成

・災害への備えのための自己記入式の対応マニュアルの作成
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茨城県つくば市（災害時対応ガイドブック）

○ 停電時の対応方法などを説明した「災害時対応ガイドブック」を作成しています。この冊子では、ハ
イブリッド自動車(HV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、電気自動車(EV)の普及も踏まえ、自動
車を電源とした場合の留意点などを示しています。

・医療的ケアを必要とする方は、さまざまな医療機器を使用しており、長時間の停電や断水は生命の危機に直結しま
す。「災害時ガイドブック」にはいざという時に「自助」の力を発揮するための情報等を掲載しています。自分が
使っている人工呼吸器の情報などを書き込める「災害時対応ノート」と併せて利用することを推奨しています。
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kosodate/shogaisha/soudan/1014146.html

国立成育医療研究センター（災害対策マニュアル）

○ 在宅でさまざまな医療機器を使用している子供たちにとっては、災害時の電源の確保が重要であると
いう平成30年北海道胆振東部地震の教訓を踏まえ、電源確保を中心とした災害対策マニュアルを作成し
ており、最新情報にアップデートするため、定期的に改定されています。

https://www.ncchd.go.jp/news/2019/20190823.html

○複数の都道府県や市町村で各種の取組を実施しています。

都道府県や市町村の取組

（取組の例）
・非常用自家発電機やバッテリー等の購入補助や貸与
・充電ステーションの設置
・PHEVや医療機器のメーカーとの協定
・市町村や関係機関との連絡会議

（ＰＨＥＶの活用など）

https://www.city.tsukuba.lg.jp/kosodate/shogaisha/soudan/1014146.html
https://www.ncchd.go.jp/news/2019/20190823.html


３．電源が必要な避難者への対応②

電気事業者（小型発電機の貸出、事前登録等）

○東京電力
「ご自宅で医療を受けられている方は、事前に医療機関などにご相談をお願いいたします。ご自宅で人工呼吸器等の
医療機器をご使用されており、バッテリー等の代替電源がないお客さまにおかれましては、当社が保有している小型
発電機等を可能な限りお貸しいたします。お近くのカスタマーセンターまでご連絡ください。」
※小型発電機等は東京電力が自宅にお届け、設置の支援をしています。 ※市町村から要請することも可能。
https://www.tepco.co.jp/keikakuteiden/attention-j.html

○中部電力パワーグリッド
「弊社では非常事態時に、事前にお知らせいただいている在宅医療機器をご使用のお客様へ個別で停電状況や復旧見
込み等のご連絡を行っております。

新規で在宅医療機器をご使用される際には、以下の連絡先までご連絡をくださいますよう、ご協力をお願い申し上
げます。中部電力パワーグリッド株式会社ネットワークコールセンター ＴＥＬ（フリーコール）：0120-985-232」
※発災後、市町村を通じて又はお客様から直接ご連絡があり、必要な場合には、小型発電機等の貸し出しや設置の支援をしています。

○北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力
事前登録の仕組みはないが、お客様からご相談があれば、可能な場合には、必要に応じて、小型発電機の貸し出し、
停電復旧見込みの連絡など個別に対応を行っています。（※市町村を通じて連絡する場合もあり。）
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⇒ 電気事業者との連携を一層進展させるためには、電気事業者にも避難支援等関係者になっていただき、市町村が名
簿情報や個別避難計画情報の提供を検討することが考えられます。

⇒ 都道府県の関与（協定、連絡会議、関係連絡先一覧の整備など）が、市町村と電気事業者の連携の推進に効果的
と考えられます。（特に電気事業者が都道府県の指定地方公共機関である場合には有効と考えられます。）

⇒ 電源が必要な医療機器を使用している避難行動要支援者の対応は福祉のみならず、医療や保健にも関係し、これ
までは防災との関係が希薄な場合も考えられるため、関係部局の間での情報共有などの連携が、一層重要です。

○関西電力
市町村を通じて連絡があれば、可能な場合には、必要に応じて小型発電機を市町村を通じて貸出を行っている。

※電気事業者に確認した内容。

https://www.tepco.co.jp/keikakuteiden/attention-j.html


○ 在宅人工呼吸器を使用している患者にとって、電力供給の停止がそのまま生命の危険に直結する
恐れがあるため、災害時の電源確保は重要な問題であり、平成３０年北海道胆振東部地震等におい
ても対応に苦慮したところ。

○ このため長期停電時においても自力での移動が困難な在宅患者の使用する人工呼吸器が稼働でき
るよう、当該患者を診ている医療機関に対して、簡易自家発電装置等の整備経費の一部を支援し、
停電時に患者に貸し出せる体制の整備を図る。

在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業

【事業概要】
訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者を診ている医

療機関が、長期の停電時に当該患者に貸し出せる簡易
自家発電装置等の整備に必要な経費の一部を補助する。

【補助率】 １／２

【１医療機関あたりの補助内容）】

予備外部バッテ
リー
（既存の外部バッテ
リーと交互に使用）

都道府県

医療機関

簡易自家発電機
（ガソリン、ガス等を
用いて発電する装置）

国

補助
（１／２）

居宅等

貸出

人工呼吸器

自家発電機等
在宅人工呼吸器
を使用し、訪問
診療を受ける患
者

医
療
機
関

× 患者数

（厚生労働省提供資料）
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https://www.tepco.co.jp/keikakuteiden/attention-j.html
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https://www.tepco.co.jp/keikakuteiden/attention-j.html
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○ 令和３年５月の災害対策基本法の改正により、個別避難計画の作成が市町村の努力義務と
されました。

この個別避難計画の作成の経費については、令和３年度において、新たに地方交付税措置
を講じることとされています。

今般、一般財団法人地方財務協会（ http://www.chihou-zaimu.com/ ）から地方財政の計
画的運営の手引として発行された「令和３年度地方交付税制度解説（単位費用編）」におい
て、個別避難計画に係る単位費用（標準的条件を備えた地方団体（人口10万人）が避難行動
要支援者名簿と個別避難計画を作成する場合に要する経費）に関して、次のとおり紹介され
ています。

４．個別避難計画に係る地方交付税措置について①
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第三 行政事務内容（P.238（抄））
２ 総務費
（５）防災諸費

市町村防災会議の運営、市町村地域防災計画、避難行動要支援者

第六 単位費用算定の基礎（P.240（抄））
２ 総務費
（５）防災諸費

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成経費 ２百万円

（出典）令和３年７月28日付け「標準団体における個別避難計画の単位費用について」（内閣府からのメール）

http://www.chihou-zaimu.com/


○ 地方交付税による財政措置は、次のように説明されています。

「地方交付税 ＝ 基準財政需要額 － 基準財政収入額」

※算定されている「基準財政需要額」と同額が「地方交付税」として地方に交付されている
ものではありません

※基準財政需要額＝単位費用×測定単位×補正係数

【単位費用】 標準的条件を備えた地方団体が合理的かつ妥当な水準において地方行政を行
う場合等に要する経費

【測定単位】 各費目ごとの財政需要を表すのに最も適切と考えられる尺度もしくは指標

【補正係数】 自然的・社会的条件の違いを反映させるために乗じる率

４．個別避難計画に係る地方交付税措置について②
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（参考）個別避難計画の作成の財政措置に関する内閣府の考え方

○ 個別避難計画の作成に当たっては、ハザードマップ上で危険な地域にお住まいの介護が必
要な高齢者の方など、まずは優先度の高い避難行動要支援者について、おおむね５年程度で
取り組んでいただくようお願いしています。

○ 内閣府においては、個別避難計画に関し、現時点で優先度の高い避難行動要支援者は、約
250万人と推計しており（注１）、この方々に係る個別避難計画の作成経費は、先行事例等を踏
まえ、一人あたり７千円程度（注２）を要すると想定すると、全体で180億円程度要すると考え
ています。

（注１）算定にあたり、優先度の高い避難行動要支援者とは、要介護度３～５の高齢者や身体障害者手帳１・２級等を
所持している方など、自ら避難することが困難な方のうち、ハザードマップで危険な区域に住む方や、独居また
は夫婦二人暮らしの人などとしています。

（注２）作成費用は、これまでの事例等から福祉専門職の参画に対する報酬や事務経費などを想定しています。

○ こうした優先度の高い方について、市町村には、おおむね５年程度で作成に取り組んでい
ただきたいと考えており、

・年平均では、36億円程度
・初年度令和３年度は、その半分の18億円程度

を要すると見込んでいます。

○ これらを踏まえ、令和３年度において、市町村における個別避難計画の作成経費について、
新たに地方交付税措置を講じることとされています。

４．個別避難計画に係る地方交付税措置について③

17



○ 各種の被災者支援の情報連携の中核となる被災者台帳の作成等を支援するシステム導入を
推進するため、令和２年度第３次補正予算・令和３年度当初予算において、各自治体が共同
利用できるクラウド上で、住民情報と被災情報を連携して被災者支援に活用することを可能
とする被災者支援のための基盤的なシステムについて、市町村とも連携し、検証実験を行い
つつ開発することとしています。

○ 本システムの導入により、クラウド上で動作するシステムの活用、罹災証明書等のオンラ
イン申請やコンビニ交付、マイナンバーカードを活用した避難所の入退所管理等が可能とな
り、市町村の業務の円滑化・効率化、被災者支援手続きの迅速化や被災者の負担軽減が期待
されることから、各市町村においては、本システムの導入について検討をお願いします。

○ 本システムは、主に小規模自治体のシステム整備促進とクラウド化による強靱化と相互運
用性の確保を目的として、令和３年度中に、被災者支援のための基盤的なシステムを自治体
が共同利用可能なクラウド上に構築することとしております。（令和４年度から運用開始、
一部機能については令和４年度以降に開発）

○ また、本システムには、避難行動要支援者名簿に関する機能もサブシステムとして有して
います。

さらに、今後、このサブシステムに、個別避難計画の作成を効率的に行える機能を付与す
ることなど機能を開発することについて、検討しているところです。

５．避難行動要支援者に関するシステム整備の状況
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被災者支援
システム
未導入

基盤的クラウドシステム

住民基本台帳

避難所入退所管理
(マイナンバーカード利用)

X社製
被災者支援
システム

A町

B市

「基盤的クラウドシステム」について ～全体イメージ～（案）

被災者台帳

オンライン申請
（マイナポータル利用）

被災情報
（住家の被害等）

・平時からの住民記録のバック
アップデータの確保により、
庁舎被災時の業務継続が可能

コンビニ交付

①被災者支援システム機能

住民情報
（住所、氏名、年齢等）

避難所受付

被災者台帳機能

窓口・郵送での
受付・交付にも対応

データ連携

・クラウドの利用により、導入や
運用に係るコストを低減

被災者台帳の活用による
・被災状況に応じた

援護対象者の抽出
・被災者の被害状況・居所等の共有
・援護の実施状況等の確認 等

避難者関連機能

避難行動要支援者関連機能

②オンライン申請・コンビニ交付等機能

・避難行動要支援者名簿・
個別避難計画の作成促進※

・災害時の支援の迅速化等

・避難所運営管理の効率化※

・自宅や遠隔地から被災者支援手続
の申請が可能

・コンビニエンスストアでの
罹災証明書・被災証明書の交付
により、密を回避

・導入済みの既存システムとの
データ連携も可能

証明書等
発行機能

※令和３年度に開発し、令和４年度より運用
開始。一部機能は令和４年度以降に開発。



○ 「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」において、「計画に基づく避難支
援等が必ず実施されることを保証するものではない。このことから、計画作成主体である市
町村や、福祉専門職や社会福祉協議会など個別避難計画の作成事務の一部を受託等した者、
民生委員や自主防災組織など個別避難計画作成等関係者、避難行動要支援者の避難を支援す
る者等に対し、その結果について法的な責任や義務を負わせるものではなく、あくまで避難
の円滑化や避難行動への支援の可能性を高める性格のもの」（P.107第10行目～)としており、
また、市町村と避難行動要支援者が、双方で同意することを前提とした事項であり、作成に
際して同意することが適当な事項（P.97同意様式例）として整理したところです。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/pdf/202105shishin.pdf

○ 避難行動要支援者が一般市民による避難支援によってけが等をした場合でも、避難支援が
緊急事務管理（民法第698条）に当たるとして、当該一般市民は免責される可能性があります。
すなわち、避難行動支援が行われた際の状況に基づいて個別具体的に判断されることですが、
当該一般市民が、義務なく、避難行動要支援者の身体又は財産に対する急迫の危害を免れさ
せるため、避難支援という事務の管理を始めたといえるときは、当該一般市民に悪意又は重
大な過失がなければ、避難支援によって生じた損害を賠償する責任を負いません。

また、民法に関する代表的な注釈書においては、「自然災害や人為的災害の場合の救命活
動が一層重要となっている現代では、本条（注：民法第698条）の趣旨が、たとえば事務管理
と構成されないような緊急活動一般にも類推されてよい。」との記述があります（「新注釈
民法（15）債権（８）」（窪田充見編）P.47）。

６．個別避難計画に係る責任の考え方
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